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（様式６） 

 

質問・回答書 

 

件  名 大崎広域新斎場整備・運営事業に係るアドバイザリー業務 

番号 質 問 事 項 回 答 事 項 

１ 

 

 

・本事業は都市計画事業としての実施でし

ょうか。あるいは都市計画事業ではなく、

通常の開発行為としての実施でしょうか。

 

１．都市計画事業ではない。通常の開発

行為に準じて行い，官公庁と協議しなが

ら事業を実施する。 

令和３年８月２０日 

                   回答者 大崎地域広域行政事務組合 

                       施設整備課長  

(公印省略) 

 


